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ら
の
産
品
に
係
る
当
該
調
査
の
開
始
を
求
め
る
国
内
産
業
に
よ
る
又
は
国
内
産
業
の
た
め
の
書
面
に
よ
る
申
請
を
受
領
し
た
場

合
に
は
、
当
該
調
査
を
開
始
す
る
少
な
く
と
も
十
執
務
日
前
ま
で
に
当
該
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
当
該
申
請
を
通
知
し
、
そ

の
全
文
を
提
供
す
る
。
当
該
他
方
の
締
約
国
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
が
知
る
輸
出
者
、
外
国
の
生
産
者
及
び
関
係
す
る
貿
易

業
者
の
団
体
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
通
知
及
び
当
該
申
請
に
含
ま
れ
る
情
報
に
つ
い
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ン
ピ
ン

グ
防
止
協
定
第
六
条
５
に
定
め
る
秘
密
の
情
報
を
保
護
す
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
妥
当
な
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条

国
際
収
支
の
擁
護
の
た
め
の
制
限

１

こ
の
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
が
国
際
収
支
上
の
目
的
の
た
め
に
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
は

な
ら
な
い
。
当
該
措
置
を
と
る
締
約
国
は
、
千
九
百
九
十
四
年
の
ガ
ッ
ト
第
十
二
条
及
び
世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
附
属
書

一
Ａ
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
国
際
収
支
に
係
る
規
定
に
関
す
る
了
解
に
規
定
す
る
条
件

に
従
う
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
が
国
際
通
貨
基
金
協
定
に
基
づ
く
為
替
管
理
又
は
為
替
制
限
を
実
施
す
る
こ
と
を

妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
章

原
産
地
規
則
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第
二
十
六
条

定
義

こ
の
章
の
規
定
の
適
用
上
、

「
輸
出
者
」
と
は
、
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
自
然
人
又
は
法
人
で
あ
っ
て
、
当
該
輸
出
締
約
国
か
ら
産
品
を
輸
出
す

(a)
る
も
の
を
い
う
。

「
当
該
締
約
国
の
工
船
」
又
は
「
当
該
締
約
国
の
船
舶
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
工
船
又
は

(b)
船
舶
を
い
う
。

当
該
締
約
国
に
お
い
て
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(i)

当
該
締
約
国
の
旗
を
掲
げ
て
航
行
す
る
こ
と
。

(ii)

両
締
約
国
の
国
民
又
は
法
人
（
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
本
店
を
有
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、
代
表
者
、
役
員
会
の
長
及

(iii)
び
当
該
役
員
会
の
構
成
員
の
過
半
数
が
両
締
約
国
の
国
民
で
あ
り
、
か
つ
、
両
締
約
国
の
国
民
又
は
法
人
が
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
の
持
分
を
所
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
持
分
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
。

船
長
及
び
上
級
乗
組
員
の
総
数
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
両
締
約
国
の
国
民
で
あ
る
こ
と
。

(iv)

乗
組
員
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
両
締
約
国
の
国
民
で
あ
る
こ
と
。

(v)
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「
代
替
性
の
あ
る
締
約
国
の
原
産
品
」
又
は
「
代
替
性
の
あ
る
締
約
国
の
原
産
材
料
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
商
取
引
に

(c)
お
い
て
相
互
に
交
換
す
る
こ
と
が
可
能
な
締
約
国
の
原
産
品
又
は
原
産
材
料
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
特
性
が
本
質
的
に
同

一
の
も
の
を
い
う
。

「
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
会
計
原
則
」
と
は
、
資
産
又
は
負
債
と
し
て
記
録
す
べ
き
財
産
又
は
債
務
、
記
録
す
べ

(d)
き
資
産
及
び
負
債
の
変
化
、
資
産
及
び
負
債
並
び
に
こ
れ
ら
の
変
化
に
つ
い
て
の
算
定
方
法
、
開
示
す
べ
き
情
報
の
範
囲

及
び
開
示
の
方
法
並
び
に
作
成
す
べ
き
財
務
書
類
に
つ
き
、
締
約
国
に
お
い
て
特
定
の
時
に
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い

る
又
は
十
分
に
権
威
の
あ
る
支
持
を
得
て
い
る
会
計
原
則
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
規
準
は
、
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
概
括
的

な
指
針
を
も
っ
て
足
り
る
が
、
詳
細
な
手
続
及
び
慣
行
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

「
産
品
」
と
は
、
商
品
、
生
産
品
、
製
品
又
は
材
料
を
い
う
。

(e)

「
輸
入
者
」
と
は
、
輸
入
締
約
国
に
産
品
を
輸
入
す
る
自
然
人
又
は
法
人
を
い
う
。

(f)

「
間
接
材
料
」
と
は
、
他
の
産
品
の
生
産
、
試
験
若
し
く
は
検
査
に
使
用
さ
れ
る
産
品
（
当
該
他
の
産
品
に
物
理
的
に

(g)
組
み
込
ま
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
又
は
他
の
産
品
の
生
産
に
関
連
す
る
建
物
の
維
持
若
し
く
は
設
備
の
稼
働
の
た
め
に

使
用
さ
れ
る
産
品
を
い
い
、
次
の
も
の
を
含
む
。
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燃
料
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー

(i)

工
具
、
ダ
イ
ス
及
び
鋳
型

(ii)

設
備
及
び
建
物
の
維
持
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
予
備
部
品
及
び
産
品

(iii)

生
産
の
過
程
で
使
用
さ
れ
、
又
は
設
備
及
び
建
物
の
稼
働
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
潤
滑
剤
、
グ
リ
ー
ス
、
コ
ン
パ
ウ

(iv)
ン
ド
材
そ
の
他
の
産
品

手
袋
、
眼
鏡
、
履
物
、
衣
類
、
安
全
の
た
め
の
設
備
及
び
備
品

(v)

試
験
又
は
検
査
に
使
用
さ
れ
る
設
備
、
装
置
及
び
備
品

(vi)

触
媒
及
び
溶
剤

(vii)

他
の
産
品
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
産
品
で
あ
っ
て
、
当
該
他
の
産
品
の
生
産
に
お
け
る
使
用
が
当
該
生

(viii)
産
の
一
部
で
あ
る
と
合
理
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の

「
材
料
」
と
は
、
物
又
は
物
質
で
あ
っ
て
、
産
品
の
生
産
に
お
い
て
消
費
さ
れ
、
物
理
的
に
産
品
に
組
み
込
ま
れ
、
又

(h)
は
他
の
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

「
非
原
産
材
料
」
と
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
産
国
が
両
締
約
国
以
外
の
国
と
さ
れ
る
材
料
（
非
原
産
材
料

(i)
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と
し
て
輸
入
さ
れ
る
も
の
）
及
び
原
産
地
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
材
料
（
原
産
地
が
決
定
さ
れ
な
い
も
の
）
を
い

う
。「

原
産
材
料
」
と
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
基
づ
い
て
原
産
品
と
さ
れ
る
材
料
を
い
う
。

(j)

「
生
産
」
と
は
、
産
品
を
得
る
方
法
を
い
い
、
製
造
、
組
立
て
、
加
工
、
成
育
、
栽
培
、
繁
殖
、
採
掘
、
抽
出
、
収

(k)
穫
、
漁
ろ
う
、
わ
な
か
け
、
採
集
、
収
集
、
狩
猟
及
び
捕
獲
を
含
む
。

第
二
十
七
条

原
産
品

こ
の
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
の
い
ず
れ
か
の
産
品
は
、
締
約
国
の
原
産
品
と
す
る
。

当
該
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ
る
産
品
で
あ
っ
て
、
次
条
に
定
め
る
も
の

(a)

当
該
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
は
得
ら
れ
ず
、
又
は
生
産
さ
れ
な
い
産
品
で
あ
っ
て
、
第
二
十
九
条
に
定
め
る
要
件
を

(b)
満
た
す
も
の

第
二
十
八
条

完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ
る
産
品

前
条

の
規
定
の
適
用
上
、
次
に
掲
げ
る
産
品
は
、
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ
る
産
品
と
す
る
。

(a)生
き
て
い
る
動
物
で
あ
っ
て
、
当
該
締
約
国
に
お
い
て
生
ま
れ
、
か
つ
、
成
育
さ
れ
た
も
の

(a)
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当
該
締
約
国
に
お
い
て
狩
猟
、
わ
な
か
け
、
漁
ろ
う
、
採
集
又
は
捕
獲
に
よ
り
得
ら
れ
る
動
物

(b)

当
該
締
約
国
に
お
い
て
生
き
て
い
る
動
物
か
ら
得
ら
れ
る
産
品

(c)

当
該
締
約
国
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
、
採
取
さ
れ
、
又
は
採
集
さ
れ
る
植
物
及
び
植
物
性
生
産
品

(d)

注
釈

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
「
植
物
」
と
は
、
全
て
の
植
物
（
果
実
、
花
、
野
菜
、
樹
木
、
海
草
、
菌
類
及
び

(d)

生
き
て
い
る
植
物
を
含
む
。
）
を
い
う
。

当
該
締
約
国
に
お
い
て
抽
出
さ
れ
、
又
は
得
ら
れ
る
鉱
物
そ
の
他
の
天
然
の
物
質
（

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
も
の

(e)

(a)

(d)

を
除
く
。
）

当
該
締
約
国
の
船
舶
に
よ
り
、
両
締
約
国
の
領
海
外
の
海
か
ら
得
ら
れ
る
水
産
物
そ
の
他
の
産
品

(f)

両
締
約
国
の
領
海
外
に
お
け
る
当
該
締
約
国
の
工
船
上
に
お
い
て

に
規
定
す
る
産
品
か
ら
生
産
さ
れ
る
産
品

(g)

(f)

当
該
締
約
国
の
領
海
外
の
海
底
又
は
そ
の
下
か
ら
得
ら
れ
る
産
品
。
た
だ
し
、
当
該
締
約
国
が
、
千
九
百
八
十
二
年
十

(h)
二
月
十
日
に
モ
ン
テ
ゴ
・
ベ
イ
で
作
成
さ
れ
た
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
に
基
づ
き
、
当
該
海
底
又
は
そ
の
下
を

開
発
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

当
該
締
約
国
に
お
い
て
収
集
さ
れ
る
産
品
で
あ
っ
て
、
当
該
締
約
国
に
お
い
て
本
来
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

(i)
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ず
、
回
復
又
は
修
理
が
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
処
分
又
は
部
品
若
し
く
は
原
材
料
の
回
収
の
み
に
適
す
る
も
の

当
該
締
約
国
に
お
け
る
製
造
若
し
く
は
加
工
作
業
又
は
消
費
か
ら
生
ず
る
く
ず
及
び
廃
品
で
あ
っ
て
、
処
分
又
は
原
材

(j)
料
の
回
収
の
み
に
適
す
る
も
の

本
来
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
回
復
又
は
修
理
が
不
可
能
な
産
品
か
ら
、
当
該
締
約
国
に
お
い
て
回

(k)
収
さ
れ
る
部
品
又
は
原
材
料

当
該
締
約
国
に
お
い
て

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
産
品
の
み
か
ら
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ
る
産
品

(l)

(a)

(k)

第
二
十
九
条

非
原
産
材
料
を
使
用
し
て
生
産
さ
れ
る
産
品

１

第
二
十
七
条

の
規
定
の
適
用
上
、
次
の

及
び

の
条
件
を
満
た
す
産
品
は
、
締
約
国
の
原
産
品
と
す
る
。

(b)

(a)

(b)

次
条
に
定
め
る
計
算
式
を
用
い
て
算
定
す
る
当
該
産
品
の
原
産
資
格
割
合
が
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(a)

当
該
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
当
該
締
約
国
に
お
い
て
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分

(b)
類
の
変
更
で
あ
っ
て
六
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
も
の
（
す
な
わ
ち
、
号
の
変
更
）
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

注
釈

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
「
統
一
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
附
属
書
二
に
定
め
る
品
目
別
規
則
に
お
い
て
用
い
ら

(b)

れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
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２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
品
目
別
規
則
の
対
象
と
な
る
産
品
は
、
附
属
書
二
に
定
め
る
適
用
可
能
な
品
目
別
規
則
を
満

た
す
場
合
に
は
、
締
約
国
の
原
産
品
と
す
る
。

３

１

の
規
定
の
適
用
上
、
及
び
附
属
書
二
に
定
め
る
関
連
す
る
品
目
別
規
則
の
適
用
上
、
使
用
さ
れ
た
材
料
に
つ
い
て
関

(b)

税
分
類
の
変
更
又
は
特
定
の
製
造
若
し
く
は
加
工
作
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
規
則
は
、
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
の
み

適
用
す
る
。

第
三
十
条

原
産
資
格
割
合
の
算
定

１

産
品
の
原
産
資
格
割
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
計
算
式
に
よ
り
算
定
す
る
。

Ｆ
Ｏ

Ｂ
－

Ｖ
Ｎ

Ｍ
Ｑ

Ｖ
Ｃ

＝

×

１
０

０

(a)

Ｆ
Ｏ

Ｂ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

「
Ｑ
Ｖ
Ｃ
」
と
は
、
百
分
率
で
表
示
さ
れ
る
産
品
の
原
産
資
格
割
合
を
い
う
。

「
Ｆ
Ｏ
Ｂ
」
と
は
、
２
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
輸
送
の
方
法
を
問
わ
ず
、
産
品
の
買
手
か
ら
当
該
産
品
の
売

手
に
支
払
わ
れ
る
当
該
産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
軽
減
さ
れ
、
免
除
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さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
た
内
国
税
を
含
ま
な
い
。

「
Ｖ
Ｎ
Ｍ
」
と
は
、
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
価
額
を
い
う
。

Ｖ
Ｏ

Ｍ
＋

直
接
労
務
費

＋

直
接
経
費

＋

利
益

Ｑ
Ｖ

Ｃ
＝

×

１
０

０

(b)

Ｆ
Ｏ

Ｂ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

「
Ｖ
Ｏ
Ｍ
」
と
は
、
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
原
産
材
料
の
価
額
を
い
う
。

注
釈

産
品
の
原
産
資
格
割
合
の
算
定
に
当
た
り
、
輸
出
締
約
国
に
お
い
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
会
計
原
則
を
適

用
す
る
。

２

産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額
は
存
在
す
る
が
、
そ
の
価
額
が
不
明
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
１
に
規
定

(a)
す
る
Ｆ
Ｏ
Ｂ
は
、
当
該
産
品
の
買
手
か
ら
当
該
産
品
の
生
産
者
へ
の
確
認
可
能
な

初
の
支
払
に
係
る
価
額
に
調
整
さ
れ

る
価
額
と
す
る
。

産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
１
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｏ
Ｂ
は
、
関
税
評
価
協
定
第
一
条
か
ら
第
八

(b)
条
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
価
額
と
す
る
。
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３

１
の
規
定
の
適
用
上
、
締
約
国
に
お
け
る
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
材
料
の
価
額
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
価
額
と
す

る
。

Ｃ
Ｉ
Ｆ
価
額

(a)

当
該
材
料
に
つ
い
て
の
当
該
締
約
国
に
お
け
る
確
認
可
能
な

初
の
支
払
に
係
る
価
額
。
た
だ
し
、
当
該
材
料
の
供
給

(b)
者
の
倉
庫
か
ら
当
該
産
品
の
生
産
者
の
所
在
地
ま
で
当
該
材
料
を
輸
送
す
る
た
め
に
当
該
締
約
国
に
お
い
て
要
す
る
運

賃
、
保
険
料
、
こ
ん
包
費
そ
の
他
の
全
て
の
費
用
及
び
当
該
締
約
国
に
お
い
て
要
す
る
他
の
費
用
（
一
般
的
に
認
め
ら
れ

て
お
り
、
か
つ
、
確
認
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
釈

こ
の
３
の
規
定
の
適
用
上
、
「
Ｃ
Ｉ
Ｆ
価
額
」
と
は
、
関
税
評
価
協
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
輸
入
貨
物
の
課
税

価
額
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
者
が
所
在
す
る
締
約
国
の
輸
入
港
に
当
該
材
料
を
輸
送
す
る
た
め
に
要
す
る
適

当
な
場
合
の
運
賃
及
び
保
険
料
、
こ
ん
包
費
そ
の
他
の
全
て
の
費
用
を
含
む
も
の
を
い
う
。

４

２

又
は
３

の
規
定
の
適
用
に
お
い
て
産
品
又
は
非
原
産
材
料
の
価
額
を
決
定
す
る
た
め
に
関
税
評
価
協
定
を
適
用
す

(b)

(a)

る
に
当
た
り
、
関
税
評
価
協
定
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
て
、
国
内
取
引
の
場
合
又
は
当
該
産
品
若
し
く
は
非
原
産
材
料
の

国
内
取
引
が
存
在
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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第
三
十
一
条

累
積

産
品
が
一
方
の
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
産
品
の

後
の
生
産
工
程
が
当
該
一
方
の

締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
工
程
が
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
作
業
を
超
え
る
水
準
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
当
該
産
品
を
生
産
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
他
方
の
締
約
国
の
原
産
品
は
、
当
該

一
方
の
締
約
国
の
原
産
材
料
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条

僅
少
の
非
原
産
材
料

産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
が
全
体
と
し
て
当
該
産
品
の
価
額
又
は
重
量
に
よ
る
次
の
特
定
の
割
合
を
超
え
な

い
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
が
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
則
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
は
考
慮
し
な
い
。

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
一
五
類
か
ら
第
二
四
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
（
第
一
六
〇
四
・
二
〇
号
、
第
一
六
〇

(a)
五
・
二
〇
号
、
第
一
六
〇
五
・
九
〇
号
、
第
二
一
〇
一
・
一
一
号
、
第
二
一
〇
一
・
二
〇
号
、
第
二
一
〇
六
・
一
〇
号
、

第
二
一
〇
六
・
九
〇
号
、
第
二
二
〇
七
・
一
〇
号
及
び
第
二
二
〇
七
・
二
〇
号
の
各
号
に
分
類
さ
れ
る
産
品
を
除
く
。
）

並
び
に
第
二
五
〇
一
・
〇
〇
号
、
第
二
九
〇
六
・
一
一
号
、
第
二
九
一
八
・
一
四
号
、
第
二
九
一
八
・
一
五
号
、
第
二
九

四
〇
・
〇
〇
号
、
第
三
五
〇
五
・
一
〇
号
、
第
三
五
〇
五
・
二
〇
号
、
第
三
八
〇
九
・
一
〇
号
及
び
第
三
八
二
四
・
六
〇
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号
の
各
号
に
分
類
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
産
品
の
価
額
の
七
パ
ー
セ
ン
ト

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
八
類
か
ら
第
四
九
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
（
第
二
九
○
五
・
四
四
号
、
第
二
九
〇

(b)
六
・
一
一
号
、
第
二
九
一
八
・
一
四
号
、
第
二
九
一
八
・
一
五
号
、
第
二
九
四
〇
・
〇
〇
号
、
第
三
五
〇
二
・
一
一
号
、

第
三
五
〇
二
・
一
九
号
、
第
三
五
〇
五
・
一
〇
号
、
第
三
五
〇
五
・
二
〇
号
、
第
三
八
〇
九
・
一
〇
号
、
第
三
八
二
四
・

六
〇
号
、
第
四
六
○
一
・
二
九
号
、
第
四
六
○
一
・
九
四
号
及
び
第
四
六
○
二
・
一
九
号
の
各
号
に
分
類
さ
れ
る
産
品
を

除
く
。
）
及
び
第
六
四
類
か
ら
第
九
七
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
産
品
の
価
額
の
十
パ
ー

セ
ン
ト

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
（
第
五
〇
〇
一
・
〇
〇
号
及
び
第
五
〇

(c)
〇
三
・
〇
〇
号
の
各
号
に
分
類
さ
れ
る
産
品
並
び
に
第
五
一
・
〇
二
項
、
第
五
一
・
〇
三
項
、
第
五
二
・
〇
一
項
か
ら
第

五
二
・
〇
三
項
ま
で
、
第
五
三
・
〇
一
項
及
び
第
五
三
・
〇
二
項
の
各
項
に
分
類
さ
れ
る
産
品
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

は
、
当
該
産
品
の
重
量
の
七
パ
ー
セ
ン
ト

注
釈
１

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
「
産
品
の
価
額
」
と
は
、
第
三
十
条
１
に
規
定
す
る
当
該
産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額

又
は
同
条
２
に
定
め
る
価
額
を
い
う
。



59

注
釈
２

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
「
統
一
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
附
属
書
二
に
定
め
る
品
目
別
規
則
に
お
い
て
用
い
ら
れ

て
い
る
も
の
を
い
う
。

注
釈
３

こ
の
条
の
規
定
は
、
第
三
十
条
に
定
め
る
原
産
資
格
割
合
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
十
三
条

原
産
資
格
を
与
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
作
業

産
品
は
、
次
の
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

輸
送
又
は
保
管
の
間
に
産
品
を
良
好
な
状
態
に
保
存
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
作
業
（
乾
燥
、
冷
凍
、
塩
水
漬
け
、
損
傷

(a)
部
品
の
除
去
等
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
作
業

改
装
及
び
仕
分

(b)

組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
を
分
解
す
る
作
業

(c)

瓶
、
ケ
ー
ス
及
び
箱
に
詰
め
る
こ
と
そ
の
他
の
単
純
な
包
装
作
業

(d)

統
一
シ
ス
テ
ム
の
解
釈
に
関
す
る
通
則
２

の
規
定
に
従
っ
て
一
の
産
品
と
し
て
分
類
さ
れ
る
部
品
及
び
構
成
品
の
収

(e)

(a)

集
粉
じ
ん
の
除
去
、
ふ
る
い
分
け
若
し
く
は
選
別
、
分
類
、
格
付
、
組
み
合
わ
せ
る
工
程
（
物
品
を
セ
ッ
ト
に
す
る
工
程

(f)
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を
含
む
。
）
、
洗
浄
又
は
塗
装
か
ら
成
る
単
純
な
作
業

単
純
な
切
断
、
薄
切
り
及
び
再
こ
ん
包
又
は
瓶
、
フ
ラ
ス
コ
、
袋
若
し
く
は
箱
に
詰
め
る
こ
と
、
カ
ー
ド
又
は
板
へ
の

(g)
固
定
そ
の
他
の
単
純
な
こ
ん
包
作
業

産
品
又
は
そ
の
包
装
に
マ
ー
ク
、
ラ
ベ
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
識
別
表
示
を
付
し
、
又
は
印
刷
す
る
作
業

(h)

産
品
の
単
純
な
混
合
（
異
な
る
種
類
の
産
品
の
混
合
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
）

(i)

完
成
品
と
す
る
た
め
の
部
品
の
単
純
な
組
立
て

(j)

動
物
の
と
さ
つ

(k)

産
品
の
特
性
を
実
質
的
に
変
更
し
な
い
水
又
は
他
の
物
質
に
よ
る
単
な
る
希
釈

(l)

か
ら

ま
で
の
作
業
の
組
合
せ

(m)

(a)

(l)

注
釈

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
「
単
純
な
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
作
業
と
は
、
専
門
的
な
技
能
又
は
当
該
作
業
を
行
う

た
め
に
特
別
に
生
産
さ
れ
、
若
し
く
は
設
置
さ
れ
た
機
械
、
器
具
若
し
く
は
設
備
を
必
要
と
し
な
い
場
合
の
作
業
を
い

う
。第

三
十
四
条

積
送
基
準
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１

他
方
の
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
し
た
も
の
は
、
積
送
基
準
を
満
た
し
た
原
産
品
と

す
る
。当

該
他
方
の
締
約
国
か
ら
直
接
輸
送
さ
れ
る
こ
と
。

(a)

積
替
え
又
は
一
時
蔵
置
の
た
め
に
一
又
は
二
以
上
の
第
三
国
を
経
由
し
て
輸
送
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
三

(b)
国
に
お
い
て
積
卸
し
及
び
産
品
を
良
好
な
状
態
に
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
作
業
以
外
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
。

２

他
方
の
締
約
国
の
原
産
品
が
１
に
定
め
る
積
送
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
原
産
品
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国

の
原
産
品
と
は
み
な
さ
な
い
。

第
三
十
五
条

組
み
立
て
て
な
い
か
又
は
分
解
し
て
あ
る
産
品

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
の
関
連
規
定
の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
解
釈
に
関
す
る
通
則
２
(a)

の
規
定
に
よ
り
完
成
品
と
し
て
分
類
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
組
み
立
て
て
な
い
か
又
は
分
解
し
て
あ
る
状
態
で
一
方
の
締

約
国
に
他
方
の
締
約
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
原
産
品
と
み
な
す
。

第
三
十
六
条

代
替
性
の
あ
る
産
品
及
び
材
料



62

１

在
庫
に
お
い
て
混
在
し
て
い
る
代
替
性
の
あ
る
締
約
国
の
原
産
材
料
及
び
非
原
産
材
料
が
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
産
品
が
当
該
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
材
料
が
当
該
締
約
国

の
原
産
材
料
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
締
約
国
に
お
い
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
会
計
原
則
に
基
づ
く
在
庫

管
理
方
式
に
従
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

代
替
性
の
あ
る
締
約
国
の
原
産
品
及
び
非
原
産
品
が
在
庫
に
お
い
て
混
在
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
産
品
が

在
庫
に
お
い
て
混
在
し
て
い
る
当
該
締
約
国
に
お
い
て
輸
出
に
先
立
っ
て
い
か
な
る
生
産
工
程
も
経
ず
、
又
は
い
か
な
る
作

業
（
積
卸
し
又
は
こ
れ
ら
の
産
品
を
良
好
な
状
態
に
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
作
業
を
除
く
。
）
も
行
わ
れ
な
い

と
き
は
、
こ
れ
ら
の
産
品
が
当
該
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
締
約
国
に
お
い
て
一
般
的
に
認
め

ら
れ
て
い
る
会
計
原
則
に
基
づ
く
在
庫
管
理
方
式
に
従
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条

間
接
材
料

間
接
材
料
に
つ
い
て
は
、
生
産
さ
れ
る
場
所
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
産
品
が
生
産
さ
れ
る
締
約
国
の
原
産
材
料
と
み
な
す
。

第
三
十
八
条

附
属
品
、
予
備
部
品
、
工
具
及
び
解
説
資
料
そ
の
他
の
資
料

１

産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
関
連
す
る
関
税
分
類
の
変
更
又
は
特
定
の
製
造
若
し
く
は
加
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工
作
業
が
行
わ
れ
た
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
産
品
と
共
に
納
入
さ
れ
る
附
属
品
、
予
備
部
品
、
工
具
及
び
解

説
資
料
そ
の
他
の
資
料
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
標
準
的
な
附
属
品
、
予
備
部
品
、
工
具
及
び
解
説
資
料
そ
の
他
の
資
料
の

一
部
を
成
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の

及
び

の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
考
慮
し
な
い
。

(a)

(b)

当
該
附
属
品
、
予
備
部
品
、
工
具
及
び
解
説
資
料
そ
の
他
の
資
料
が
仕
入
書
に
お
い
て
当
該
産
品
と
別
に
記
載
さ
れ
る

(a)
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
附
属
品
、
予
備
部
品
、
工
具
及
び
解
説
資
料
そ
の
他
の
資
料
に
係
る
仕
入
書
が
当
該
産
品

の
仕
入
書
と
別
立
て
に
さ
れ
な
い
こ
と
。

当
該
附
属
品
、
予
備
部
品
、
工
具
及
び
解
説
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
数
量
及
び
価
額
が
当
該
産
品
に
つ
い
て
慣
習
的
な

(b)
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

産
品
が
原
産
資
格
割
合
の
要
件
の
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
産
品
の
原
産
資
格
割
合
を
算
定
す
る
に
当
た
り
、
附
属

品
、
予
備
部
品
、
工
具
及
び
解
説
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
価
額
を
、
場
合
に
応
じ
て
当
該
産
品
が
生
産
さ
れ
る
締
約
国
の
原

産
材
料
又
は
非
原
産
材
料
の
価
額
と
し
て
考
慮
す
る
。

第
三
十
九
条

こ
ん
包
及
び
包
装
用
の
材
料
及
び
容
器

１

産
品
を
輸
送
中
に
保
護
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
船
積
み
用
の
こ
ん
包
材
料
及
び
こ
ん
包
容
器
に
つ
い
て
は
、
産
品
が
締
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約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
な
い
。

２

産
品
の
小
売
用
に
使
用
さ
れ
る
包
装
材
料
及
び
包
装
容
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

当
該
産
品
の
小
売
用
の
包
装
材
料
及
び
包
装
容
器
が
統
一
シ
ス
テ
ム
の
解
釈
に
関
す
る
通
則
５
の
規
定
に
従
っ
て
当
該

(a)
産
品
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
産
品
が
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に

当
た
っ
て
考
慮
し
な
い
。

当
該
産
品
が
原
産
資
格
割
合
の
要
件
の
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
産
品
の
原
産
資
格
割
合
を
算
定
す
る
に
当
た

(b)
り
、
当
該
産
品
の
小
売
用
の
包
装
材
料
及
び
包
装
容
器
の
価
額
を
、
場
合
に
応
じ
て
当
該
産
品
が
生
産
さ
れ
る
締
約
国
の

原
産
材
料
又
は
非
原
産
材
料
の
価
額
と
し
て
考
慮
す
る
。

第
四
十
条

運
用
上
の
証
明
手
続

附
属
書
三
に
規
定
す
る
運
用
上
の
証
明
手
続
は
、
原
産
地
証
明
書
及
び
関
連
事
項
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
四
十
一
条

原
産
地
規
則
に
関
す
る
小
委
員
会

１

こ
の
章
の
規
定
を
効
果
的
に
実
施
し
、
及
び
運
用
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
、
原
産
地
規
則
に
関
す
る

小
委
員
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
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２

小
委
員
会
は
、
次
の
事
項
を
任
務
と
す
る
。

次
の
事
項
に
関
し
、
検
討
し
、
及
び
必
要
な
場
合
に
は
合
同
委
員
会
に
対
し
適
当
な
勧
告
を
行
う
こ
と
。

(a)

こ
の
章
の
規
定
の
実
施
及
び
運
用

(i)

い
ず
れ
か
の
締
約
国
が
提
案
す
る
附
属
書
二
の
改
正

(ii)

附
属
書
三
第
十
一
節
に
規
定
す
る
運
用
上
の
手
続

(iii)
こ
の
章
の
規
定
に
関
連
す
る
他
の
問
題
（
原
産
地
証
明
書
の
発
給
及
び
確
認
を
容
易
に
す
る
た
め
の
電
子
的
な
シ
ス
テ

(b)
ム
の
開
発
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
両
締
約
国
が
合
意
す
る
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

合
同
委
員
会
に
対
し
小
委
員
会
の
所
見
を
報
告
す
る
こ
と
。

(c)

合
同
委
員
会
が
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
委
任
す
る
そ
の
他
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
。

(d)

第
四
章

税
関
手
続

第
四
十
二
条

適
用
範
囲
及
び
目
的

１

こ
の
章
の
規
定
は
、
両
締
約
国
間
で
取
引
さ
れ
る
物
品
の
通
関
に
必
要
な
税
関
手
続
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

こ
の
章
の
規
定
は
、
両
締
約
国
に
よ
り
、
各
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
、
か
つ
、
各
締
約
国
の
税
関
当
局
の
利
用
可
能
な


